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ワクチン接種会場における熱中症予防対策の推進について 

 

 平素より新型コロナウイルス感染症への対応及び熱中症予防対策の推進につきましては格別の御協力

をいただき、厚くお礼申し上げます。 

また、新型コロナワクチン接種（以下「ワクチン接種」という。）についても、円滑な実施に御尽力い

ただいておりますことに、重ねて感謝申し上げます。 

今後、夏以降も引き続きワクチン接種のために、接種会場へ多くの高齢者を含む住民の方々が訪れる

ことが予定されています。そのような中、熱中症は、例年、暑さに慣れる前の梅雨明け後の７月下旬か

ら８月上旬にかけて多発する傾向があります。特に高齢者は熱中症にかかりやすく、熱中症により亡く

なられた方の約９割を占めます。 

今後、夏を迎えて一層気温が上昇することや感染予防対策として定期的な換気を行うこと等に伴い、

接種会場が暑くなることが想定されることから、ワクチン接種を円滑に推進するためには、熱中症を適

切に予防していくことが重要となります。今般、厚生労働省及び環境省においては、接種会場における

熱中症予防のために接種会場で取り組むべき事項の例等を下記のとおり取りまとめました。関係機関（都

道府県熱中症予防対策担当部局におかれては保健所設置市・特別区を除く貴管下市町村等を含む。）へ周

知願います。 

つきましては、下記取組を参考に、ワクチン接種を担当する衛生主管部局と熱中症担当部局が連携し、

各会場の状況を踏まえた適切な熱中症予防対策を実施していただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．ワクチン接種会場の状況に応じて、以下の熱中症予防対策に取り組むことが考えられる。 

  ・エアコンによる適切な温度調節。エアコン等による温度調節が十分にできない場合は、スポット

クーラー、扇風機等の配置、冷却剤の確保などにより補完  

・遮光カーテン、すだれ、打ち水、向き合う窓を開けて風通しをよくするなど、日差しを避け、温

度を下げる工夫を実施 

   ※ 待機列に日陰などの涼しい場所を確保するなど、特段の配慮が必要 

  ・室温や暑さ指数を確認し、これらの数値に応じた熱中症予防対策の強化や接種者への呼びかけの

実施 

都 道 府 県 

保 健 所 設 置 市 

市 町 村 

特 別 区 



  ・自動販売機等の飲料の確保、塩飴等の配布 

・熱中症患者が発生した際に対応できる医療体制の準備 

  ・接種者に対し、熱中症関係チラシ等の掲示や配布、会場での声かけ等による熱中症予防行動の呼

びかけを実施 

 

 

２．その他、啓発等のチラシについては、以下を活用いただきたい。 

 ○熱中症警戒アラート発表時の予防行動（別紙１） 

https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/pr/20220427_alert_leaflet.pdf 

https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/20210315_alert_leaflet.pdf 

  ○熱中症予防情報サイト https://www.wbgt.env.go.jp/ 

  ※ 暑さ指数や熱中症警戒アラートの情報や各種チラシのデータを確認できます。 

 ○熱中症環境保健マニュアル https://www.wbgt.env.go.jp/heatillness_manual.php 

※ 一般的な熱中症対策を確認できます。 

 ○熱中症予防のために（別紙２） https://www.mhlw.go.jp/content/000813070.pdf 

 ○高齢者のための熱中症対策 

https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/pr/heatillness_leaflet_senior_2021.pdf 

 

《本件に関する照会先》 

新型コロナワクチンの接種全般に関すること 

都道府県からのお問い合わせについては、従前どおり自治体サポートチームにお願いいたします。 

 

厚生労働省：熱中症対策、普及啓発資料に関すること 

厚生労働省健康局健康課地域保健室  村田、高橋 

                 電話  03-3595-2190 

                 メール communityhealth@mhlw.go.jp 

 

環境省：熱中症対策、普及啓発資料に関すること 

       環境省大臣官房環境保健部環境安全課  中川、坂本 

                   電話  03-5521-8261 

                   メール netsu@env.go.jp 

     暑さ指数（WBGT）に関すること 

環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 笠井、野口 

                  電話  03-5521-8300 

                  メール heat@env.go.jp 

呼びかけの内容例 

・室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分、スポーツドリンク

などを補給すること 

・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やすこと 

・屋外では、日差しをなるべく避けるとともに、こまめに休憩すること        等 
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